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 本報告は、阪神淡路大震災により被災した六甲山の山腹を復旧する工事において実施した植

生工について、適用工法選定までのプロセスと、実際に行った試験施工、さらにその結果を検

証して本施工の設計に反映させた経緯をとりまとめたものである。本工事は、近畿地方整備局

発注の、苧川谷山腹(その3)工事である。工期は、平成26年2月より4年間で、現在施工中である。

施工地は、神戸の市街地から大変よく見える場所に位置している。設計・施工上の問題点とし

て、緑化の限界勾配を超えた急勾配地であること、自然豊かな六甲山系の山腹という立地条件

を考慮し周辺環境との調和が図れる植生群落の形成が必要であることがあげられた。 

 

キーワード 植生工選定，限界勾配，周辺環境との調和  
 
 

1. はじめに  

 本現場は、平成7年1月に発生した阪神淡路大震災で被

災した、六甲山の山腹を補強し緑化工で修景する工事で

ある。施工箇所は、六甲山特有の花崗岩を基岩とし、断

層、剪断に伴う岩盤の破壊、崩落が全域でみられる。斜

面の勾配は場所により大きく異なるが、垂直に近い急勾

配箇所やオーバーハング箇所も見られる大変過酷な条件

である。この現場において緑化工を施工するにあたって、

2つの問題点が浮かび上がった。それは、1）植物の自然

侵入が困難な急勾配斜面、2)自然豊かな周辺の森林環境

との調和である。 

2.  植生工の近年の傾向 

(1) 2005年 外来生物法施行前の傾向 

 外来生物法施行前に発行された「生物多様性に関する

資料」1)は、「防災目的の場合、イネ科草本を用いた急

速緑化の他に代替できるよい工法がないという現状があ

る。」と記されている。また同書には「新たな工法の検

討など早急な技術的対応が望まれる。」とも記されてい

る。生育が早く、強く、安価で十分な供給量がある外来

草本種は斜面の浸食防止に最適であるが、環境保全の観

点では好ましいとは決して言えないことがわかる。 
 
(2)2008年生物多様性基本法施行後の傾向 

 生物多様性基本法施行後に発行された「地域生態系の

保全に配慮したのり面緑化工の手引き」2)には、生物多

様性に有効な工法として、表土利用工、自然侵入促進工、

地域性種苗利用工の3工法が記載されている。 

a) 表土利用工 

 表土利用工は、緑化目標とする植生群落が成立してい

る土壌の表土に含まれている埋土種子を活用した緑化工

法である。そのため、施工地域外の種苗を使用せずにの

り面を緑化することが可能であり、地域生態系の遺伝子

の攪乱に配慮することができる。一方で、主に埋土種子

に成立を委ねているため、発芽・生育する植物の種類や

量の予測ができない問題がある。 

b) 自然侵入促進工 

 自然侵入促進工は、緑化目標とする植生群落に近接す

るのり面を対象として、周辺から自然に飛来する現地種

子の定着(発芽・生育)によってのり面緑化を図る工法で

ある。そのため、この工法は地域の自然植生による緑化

が可能となる。一方でのり面に飛来する種子を選択でき

ない、種子量を調整できないことから、緑化目標とする

植生と異なる群落が成立することが考えられる。 

c) 地域性種苗利用工 

 地域性種苗利用工は、のり面周辺の自然植生から採取

した種子、またはその種子から育苗した苗木を利用する

ことにより、表土利用工や自然侵入促進工では自然に委

ねている植生導入を、計画的かつ短期間に行うことが可

能な工法である。地域性の苗木を育成するには、育成場

所や2年程度の育苗期間を要するなどの条件が加わるた

め、事前の種子採取・育苗計画を立案しておく必要があ

る2)。 
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(3)もっとも採用されている工法 

 前述の「地域生態系の保全に配慮したのり面緑化工の

手引き」2)には、生物多様性に配慮した緑化工の適用範

囲として、国立公園や島嶼部等の地域に特有な生物多様

性を保全する必要が高い地域と記されている。したがっ

て、前述した3工法は、基本的に限定的な立地に適応さ

れる工種といえる。経済性や工期を考慮すると、やはり

市場単価方式が適用されている植生基材吹付工が最もポ

ピュラーな工法と言えるが、市場単価方式の植生基材吹

付工に適用される種子は外国産が対象となっているため、

近年では使用が敬遠される傾向にある。 

 

3. 周辺及び現地調査 

(1) 近接施工地の調査 
 本現場に近接している既施工地では従来型の緑化が行

われているが、緑量が最も多い時期においても生育基盤

の露出率が非常に高い状態であった(写真-1)。 
生育基盤の露出状態が続くと基盤は乾燥収縮し、風化

が進行し、いずれ剥離して元の岩肌が露出してしまうこ

とが懸念される。既施工地で確認できるのは外来草本種

がほとんどであり、生物多様性保全の上であまり望まし

くないといえる。 
 

(2)今回の施工対象地の調査 

 施工地は、正面左側と右側に位置する2つの崩壊斜面

で構成されている(写真-2)。垂直に近い急勾配箇所やオ

ーバーハング箇所が見受けられ(写真-3)、六甲山特有の

花崗岩を基岩とし、断層、剪断に伴う岩盤の破壊、崩落

が全域で確認できる。土壌硬度が高く硬いのに脆く、し

かしながら節理間隔が広く部分的には一枚岩状を呈して

いる。さらに、斜面は南向きで夏季に強い乾燥条件下に

置かれることが想定された。 

 
(3)施工対象地近隣の調査 

 六甲山系は明治時代におきた過度な森林利用の結果、

広大な禿山(はげ山)となった過去があり、現在は一度失

われた自然林の代償植生である常緑広葉樹二次林(シ

イ・カシ林)が広がっている。施工対象地近隣で確認で

きた植物は図-1のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図-1 現地調査で確認できた木本類 

写真-3 垂直に近い急勾配岩盤斜面の近景 

写真-1 近接する施工済み箇所近景2014年6月 

写真-2 施工対象地全景 
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4. 適用工法の検討 

(1) 環境保全水準(環境区分)の設定 
 自然回復緑化の検討では、施工対象箇所について、

個々の事業ごとに地域の自然生態系の状況や、地域にと

っての自然生態系の社会的・文化的位置づけ等を調査し

た上で環境保全水準(環境区分)を設定する5)。自然回復

緑化のための環境保全水準と留意点を表-1に示す。 

 環境保全水準は、学術的にも価値が高い原生保全地域

や自然公園における特別保護地域などのように、遺伝子

レベルでの保全が求められるような地域に移入種が人為

的に持ち込まれるのを防止したり、既に人為的影響を強

く受けている地域や大規模災害を受けた地域等の緑化に 

おいて、必要以上に植物材料の調達範囲が制限されるこ

とにより、かえって災害復旧や自然回復が遅れてしまう 

問題を回避するため、施工対象地の緑化目的に合致する

適切な植物材料の選定を図ることを目的に設定する。し

たがって、環境保全水準は、過度の自然保護や経済的理

由に左右されることなく、施工対象地の緑化目標や目的

に合致するように設定する必要がある。 

前述のとおり六甲山は、過去に人為的攪乱を大きく受

けた自然林の代償植生である常緑広葉樹二次林(植生自

然度6～7に該当)である。また、当該工事は阪神淡路大

震災の復旧工事である。こうしたことから考えて、当該 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工地の環境保全水準は「3」に設定するのが妥当と 

考えられた。したがって、当工事においては、従来の

法面緑化で多用されてきた外来種や外国産在来種は使

用せず、国内産在来種を使用することを基本方針とす

るのが望ましいと判断した。 
 
(2) 初期緑化目標の設定 

 初期緑化目標とは、施工対象地に緑化工によって形

成される植物群落のことである。施工対象地は部分的に

一枚岩状を呈する部分が見られるが、多くの箇所では節

理が発達していて樹木根系の伸長は可能と判断された。

木本類の根系は深く鉛直方向に伸長するので、基岩に亀

裂がある場合には根系の伸長は可能と言われている3)か

らである。したがって、本現場では周辺で確認された落

葉広葉樹の「先駆種」を主体とし、周辺のシイ・カシ林

を構成する常緑広葉樹の「遷移中後期種」が混成した木

本植物群落の形成を初期緑化目標に設定した。(表-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-1 自然回復緑化のための環境保全水準(環境区分)と留意点(案)(抜粋) 5) 

表-2 自然回復のための初期緑化目標 5) 
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(3) 導入植物の選定 

 導入植物は、生物多様性に配慮して外来種を使用せず、

国内産在来種を使用する方針とした。国内産在来木本種

を主構成種とした初期緑化目標を達成するために、主構

成種が成長するまでを補う補全種を混播した。また、木

本類が成立するまでの表層保護および生育基盤の乾燥防

止対策として草本類を微量混播する計画とした。 
 
(4) 適用工法の選定 
 ここまで述べてきたとおり、表土利用工や自然侵入促

進工では、植生の成立を自然に委ねる部分が大きくリス

クが高い。一方で地域性種苗利用工は、植物材料の準備

期間が必要であり、環境保全水準の観点から過大設計と

考えられた。そのため一般的な植生基材吹付工(市場単

価)と地域性種苗利用工の中間的な工法の適用が本現場

には適していると判断した。 

 

5. 斜面樹林化工法の選定 

 斜面樹林化工法(NETIS QS-980148-VE)とは、1995年

に発足した斜面樹林化技術協会が提供する、国内産在来

種を用いた播種工による自然回復緑化工法である。生育

が遅い在来木本類の性質に最適な、専用基盤材、専用浸

食防止材を用いて吹付施工する。特徴的なことは、保存

が難しいとされていた在来木本種子を専用冷蔵貯蔵施設

と品質保持剤を使用して、保存・検定・供給するシステ

ムを確立していることである(図-2)。国内産在来木本種

を斜面防災に長年活用してきた実績や、保管・検定が難

しい国内産在来木本種を常時保管・供給できる体制が整

っていることから(図-3)、当現場の初期緑化目標達成に

最適な工法と判断した。また播種工で導入した木本類は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植栽工で導入されたものと比較して防災効果が高いこと

も知られており4)(図-4)、斜面防災の観点からも有効と

いえる。 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 木本植物の導入方法の違いと根系の状況 4) 図-2 斜面樹林化工法における在来木本種子の保

管・検定・供給過程 4) 

図-3 斜面樹林化技術協会が専用貯蔵施設で保管し随時供

給可能な斜面安定工指針に記載されている在来木本種子 4) 
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写真-7  生育判定近景 2016年7月 

表-5 施工8ヶ月後の成立本数 

6. 試験施工による工法選定の妥当性の検証 

 斜面樹林化工法の現地における適応性の確認、および

最適な種子配合を検証するために、2015年11月に試験施

工を実施した。3パターンの種子配合(表-3)を300m2ずつ、

合計900m2の吹き付けを実施した。吹付厚は100mm、肥料、

接合剤は、斜面樹林化工法の標準仕様を用いた。 

 試験施工の追跡調査と生育判定は、斜面樹林化工法技

術資料4)に基づき2016年7月に実施した(表-4)。その結果、

播種した在来木本類は順調に生育し、3配合とも生育判

定基準を満たしていることが確認された(表-5)。     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今回の工事は、遷移中後期種と先駆樹種が混成した植

物群落の形成が目標である。Ａ・Ｂ・Ｃいづれの配合も

生育判定基準を満たしたが、秋に紅葉するヤマハゼや春

に花をつけるフジウツギによる修景効果も期待でき、も

っとも多くの主構成種の成立が確認できたＡ配合が、本

現場に最適であると判断した。 
 

7. 学識者による内容確認 

 試験施工に至る経緯と試験施工の追跡調査による生育

判定結果を踏まえ、最終的に採用する配合については、

客観性を担保する意味も含め、兵庫県立大学名誉教授の

服部学術博士に内容確認とアドバイスをお願いした。頂

いたアドバイスの主な内容は2点で、1)常緑樹は植物遷

移の最終形であり、鬱蒼とした暗い森を造形してしまい、

生物多様性の面で好ましくない。2)フジウツギは本来六

甲山系に存在しなかった種であり、たとえ国内産在来種

といえど好ましくない、というものだった。このアドバ

イスをもとに、試験施工の達成率を数値化し、本施工に

向けて修正配合を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表-4 生育判定の時期と判定基準 4) 

表-3 試験施工種子配合表 

写真-4  試験施工実施状況 

写真-5  樹林化工法の専用資材 

写真-6  試験施工の追跡調査状況 2016年7月 
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 検討の結果、今回の配合の中で唯一の常緑樹がネズミ

モチであり、周辺の森林が常緑広葉樹で構成され、かつ

過酷な立地条件のため自然侵入の可能性が大変低い当該

施工地において、常緑樹を削除してしまうと冬季に完全

に緑量を失いかねないと考えられた。そのため、ネズミ

モチは試験施工より減量し、フジウツギは削除すること

とした。また、成立本数が少なかったアカメガシワとヌ

ルデを増量して確実性を高める方針とした。(表-6) 

 

8. 本施工 

 試験施工の内容と学識者の意見を取り入れた修正配合

を採用し、本施工は2016年12月より開始した。施工は順

調に進捗しており(写真-8)、2017年5月に完了の見込み

である。工事としては、その後約4ヶ月をかけて足場、

モノレール、索道といった仮設備を撤去して、今秋に完

成となる予定である。 

 

 

 

9.おわりに 

 本報告では、事前調査・検討・試験施工・検証・修

正・設計変更・本施工と、実際に行ってきた過程を述べ

た。過酷な立地条件でも、防災と環境保全を両立した施

工が可能であることを証明できた点は、今後の山腹緑化

工の検討にあたり大変有用であったと考えている。本報

告が今後の緑化工検討の参考になれば幸甚である。 
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表-6 生育判定結果と学識者の提言に基づいた修正配合 

写真-8 本施工における吹付施工状況 
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